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ご注意：本報道発表文は、資産運用会社の親会社の商号変更に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的

として作成されたものではありません。 

 

 

2022 年 5 月 17 日 

各    位  
不動産投資信託証券発行者名  
 東京都港区赤坂一丁目 14 番 15 号 
 タカラレーベン不動産投資法人 
 代表者名  執行役員  宰田 哲男 
  （コード番号 3492） 
資産運用会社名    
 タカラ PAG 不動産投資顧問株式会社 
 代表者名  代表取締役社長  宰田 哲男 
 問合せ先  取締役財務企画部長  伊藤 真也 
 TEL: 03-6435-5264 

 

資産運用会社の親会社の商号変更に関するお知らせ 

 

タカラレーベン不動産投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が資産の運用を委託する資産運

用会社であるタカラPAG不動産投資顧問株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）の親会社で

ある株式会社タカラレーベン（以下「タカラレーベン」といいます。）において、以下のとおり、商号

変更が生じることとなりましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

1． 商号変更の理由等 

 タカラレーベンは、同社の100％子会社である株式会社タカラレーベン西日本との吸収分割によ

り持株会社体制へ移行することに伴い、商号を「株式会社タカラレーベン」から「MIRARTHホール

ディングス株式会社」に変更することを予定しています。 

この新しい商号は、Mirai（未来）とEarth（地球）を組み合わせたものであり、「グループ企業

が培ってきたスキルを融合し、不動産、再生可能エネルギー、金融の3つの領域への更なる挑戦を

しながら地域全般への貢献を通じ、未来の地球を幸せにする企業へ進化したい」という思いが込

められています。 

 なお、上記吸収分割及び持株会社体制への移行による、本資産運用会社の株主及び株式保有比

率の変動は予定されていません。 

（注） 上記吸収分割及び持株会社体制への移行の詳細については、タカラレーベンの公表する 2022 年 3 月

14 日付「単独株式移転による持株会社体制への移行準備に関するお知らせ」、同年 4 月 18 日付「（変

更）『単独株式移転による持株会社体制への移行準備に関するお知らせ』の変更に関するお知らせ」及

び同年 5 月 13 日付「簡易吸収分割による持株会社体制への移行並びに定款一部変更（商号及び事業

目的）に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

2． 商号変更の内容 

旧商号：株式会社タカラレーベン（英文：Takara Leben Co.,Ltd.） 

新商号：MIRARTHホールディングス株式会社（英文：MIRARTH Holdings,Inc.） 

 

3． 商号変更予定日 

2022年10月1日 

以上 

 

＊本投資法人のホームページアドレス：https://takara-reit.co.jp 

https://takara-reit.co.jp/

